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要 旨 

 

直接税 

・ 法人税率に変更なし 

・ 個人所得税において加算税が廃止された。 

・ 最低代替税(Minimum Alternative Tax)が 10%から 15%に引き上げられた。 

・ 付加給付税（Fringe Benefit Tax）が廃止された。 

・ 商品取引税(Commodities Transaction Tax)が廃止された。 

 

間接税 

・ 弁護士がサービス税の適用対象となった。 

・ 関税と物品税に関して全体としての変更はなかった。 

・ Goods and Services Tax(GST)が 2010 年から導入される。 

・ Income Tax Advance Ruling Authority が関税や物品税、サービス税関連事項も取り扱う。 

 

商業、貿易 

・ インフラと電力に重点 

・ 手織機、機械式織機、カーペットについて 5 つのメガクラスター提案がある。 

・ 500 万の通信網を 2010 年までに実現 

 

社会的項目 

・ 地方の健康及び開発 

・ 地方の雇用保障への配分が 144%増加 

・ 未整備の部門における労働者の社会保障 

 

経済指標 

・ GDP 成長率は 6.7％ 

・ 財政赤字は GDP 比の 2.7%から 6.8%に増加 

・ 2009-10 年期間の財政刺激策は 1 兆 8600 億ルピーに 

・ 外貨準備高は 2520 億 US ドル 
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予算案の概要 

 

本セクションでは、2009 年 7 月 6 日財務大臣によって発表された直接税及び間接税に関

する重要な案を要約する。財政法案の中での直接税に関する規定は通常、特段の定めがな

い限り 2009 年 4 月 1 日から始まる会計年度（2010 年-2011 年賦課年度）に適用され、間接

税に関する規定は即時施行される。 

財務省は別の法案を通して他の改正案を提出する可能性もある。 

また、財務大臣は 45 日以内に直接税に関する新法の導入を確約している。 

 

財政法に含まれる案は、国会による修正を受けることになる。 

 

直接税 

 

所得税 

・ 個人及び HUF に対する税率が変更された 

改正前 改正後 

所得額（ルピー） 税率(%) 所得額（ルピー） 税率(%) 

150,000 まで Nil 160,000 まで Nil 

150,001-300,000 10% 160,001 - 300,000 10% 

300,001 - 500,000 20% 300,001 – 500,000 20% 

500,001 以上  30% 500,001 以上 *1 30% 

*1：女性及び高齢者に対する非課税上限額は、180,000ルピー及び 225,000ルピーから 190,000

ルピー及び 240,000 ルピーにそれぞれ引き上げられた。 

 

・ パートナーシップへの税率は 30%で変更なし。 

・ 協同組合への税率に変更なし。 

・ 個人、HUF、パートナーシップに対する 10%の加算税が廃止された。 

・ 法人税率に変更なし。 

会社の種類 税率 

内国会社 30% *1 

外国会社 40% *2 

*1：所得が 1,000 万ルピーを超える場合 10%の加算税 

*2：2.5%の加算税 

・ 教育目的税 2%及び中等・高等教育目的税 1%に変更なし 
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給与 

・ フリンジベネフィット税の廃止に伴い、雇用主からの特定の付加給付が手当として被雇

用者の下で課税対象となる。 

 

事業所得 

・ セクション2(29BA)により特定の定義が付与され、製造に対する曖昧さが払拭された。 

・ 交通機関の運営企業が否認されずに行うことのできる現金での支払が、20,000ルピーか

ら35,000ルピーへと引き上げられた。 

・ 社内の研究開発費に対する1.5倍の加重控除は、制限項目を除きすべての事業に対して可

能となった。 

・ 長期の融資を行う住宅金融会社は、準備金への振替えの際、利益から20%の控除が可能

となった。 

・ 非課税および課税所得がともに含まれる事業に係る資産の残存価値は、その資産の取得

原価からすべての償却額を控除する事によって算出することとされた。 

・ 最低代替税（MAT：Minimum Alternative Tax）の大幅修正 

 税率を10%から15%へ引き上げ 

 控除の期限は7年から10年に延長 

 「帳簿上の利益（’Book Profit’）」は資産価値の減損に対する引き当てを含む 

・ 小規模事業に対する推定課税スキームの改訂 

 年間売上400万ルピーまでの小売を含むすべての事業は、売上の8%を課税所得とす

ることができる。 

 会社、LLP（Limited Liability Partnerships）や免税措置を享受している事業体には適

用されない。 

 特定の帳簿を維持する必要はない。 

 税金の支払いは自己申告に基づく。 

・ 商品の運搬に従事している小規模事業は月々の所得を、それぞれ重運搬車両ごとに5,000

ルピー、その他の運搬車両ごとに4,500ルピーとして計算する。 

 

パートナーシップ形態をとる場合の、パートナーへ支払給与の控除額が以下に改訂された。 

改正前 改正後 

帳簿上利益（ルピー） 税率(%) 帳簿上利益（ルピー） 税率(%) 

75,000 まで *1 90 *2 300,000 まで 90*2 

75,001-150,000 60 

150,001 以上 40 
300,001 以上 60 

*1: 専門的活動に従事する場合にはより高く（100,000/200,000ルピー）なる。 

*2: 50,000ルピーから150,000ルピーに改定され、最低給与として認められる 
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キャピタルゲイン 

・ 重要な変更なし。 

 

住宅資産からの所得 

・ 重要な変更なし。 

 

その他の所得 

・ 無料あるいは低廉価格での、50,000 ルピーを超える土地、建物、株式、証券、宝石、考

古学的なコレクション、絵画、彫刻やその他の美術品等の資産の受領は、不動産には印

紙価格として、動産については市場価格に基づいて課税される。 

・ 報酬あるいは改訂された報酬への利息については受領時に課税される。 

 

免税措置 

・ 慈善団体による環境、記念物、歴史的意義のある場所の保護を行うボランティア活動は

免税となる。 

 

 

税額控除及び割戻し 

 

拡大 

・ 教育目的ローンの利息は職業訓練教育を含む高等教育での分野においても控除可能と

なった。 

・ 選挙のための基金への寄付は全額控除可能となった。 

・ 重度の障害をもつ扶養家族の医療費は、控除額が 75,000 ルピーから 100,000 ルピーとな

った。 

 

延長 

・セクション 80IA、80IB におけるプロジェクト開始の期限が以下の通り延長された。 

産業 既存の期限 延長後 

発電 2008 年 3 月 31 日

/2010 年 3 月 31 日

2011 年 3 月 31 日 

鉱油精製 2009 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日 

 

・ セクション 80IB による恩恵は新しく許認可のされた天然ガスプロジェクトについて利

用可能である。 
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・ 輸出志向型企業(EOU)と自由貿易区内の企業に対する免税措置は 2011 年 3 月 31 日まで

延長された 

・ 経済特区(SEZ)における企業の非課税所得は経済特区における事業からの売上に基づい

て計算され、全体の売上には基づかない。 

・ 慈善団体への免税については Commissioner of Income-tax の取り消しの無い限り永続的

に付与される。 

・ 個人事業主に雇用される者はセクション 80CCD に基づき新年金システム(New Pension 

System)への拠出を税額控除できる。 

 

導入 

・ セクション 35AD が導入され、コールドチェーン、倉庫、ガス・石油・原油のパイプラ

インの敷設などのインフラ事業による資本投資（土地、営業権、金融商品を除く）の

控除が認められることとなった。 

 

制限 

・ セクション 80IB の免税措置は、複合近隣居住施設を単一の購入者のみに売買しないこ

とを条件に、住宅事業のディベロッパーについてのみ適用可能である。 

 

移転価格 

・ Central Board of Direct Taxes(CBDT)は、移転価格についてどのような場合に課税当局が

自動的に受け入れることができるかを規定したいわゆる’Safe Harbour’のコンセプトを

導入した。 

・ 独立企業間価格（Arms’ Length Price）から 5％以内の幅であれば、修正は不要とされた。 
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源泉徴収 

 

賃貸料および契約に伴う支払についての源泉徴収率の見直しが行われた。 

RATE (%) 

Nature From  

= 

To 

RENTAL  

 for use of  plant, machinery or equipment 10  2 

 for use of  land, building or furniture    

- to individuals/ HUFs 15  10 

- to others 20  10 

CONTRACTUAL  

 Individual/ HUF contractor 2  1 

 Other contractor 2 = 2 

 Individual/ HUF sub-contractor 1 = 1 

 Other sub-contractor 1  2 

 Individual/ HUF (advertisement contract) 1 = 1 

 Other (advertisement contract) 1  2 

 Contractors for transport business 2  01 

 Sub-contract for transport business 1  01 

*1: 払い受け輸送業者が PAN を支払者に提示する場合、源泉徴収税はかからない 

 

・ PAN を提示しない場合、源泉徴収率は 20％となる。 

・ 居住者（給与支払いでない）への支払いは加算税や教育目的税の対象外。 

・ 源泉徴収税の査定の完結について以下の通り期限が設けられた。 

 払い受ける者が居住者の場合、申告書提出から 2 年以内 

 源泉徴収税の申告を行わない場合、居住者への支払い/クレジットから 4 年以内 

 払い受ける者が非居住者である場合には期限はない 

 2008-09 年会計年度より前の査定についてはすべて、2011 年 3 月 31 日までに行わ

れないといけない。 

・ 源泉徴収税の申告書の査定の結果の要約は、手続きがコンピュータ化された際になさ

れる。 
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課税及び控訴の手続き 

・ 再評価手続きが開始されると、すべての関連事項は精査のために税務当局に開示され得

ることになる。 

・ 不利な移転価格の査定を受けた外国法人及びインド法人(‘Eligible Assessees’)を救済すべ

く、代替的な仲裁方法が導入された。 

 Eligible Assesseesは、課税当局が提出する評価の草稿について、特定の異議をDispute 

Resolution Panel(‘DRP’)に対して申し立てる事が可能。 

 DRP は両当事者間に必要な機会を与えた後、9 か月以内に上記の異議について決定

を行う。 

 DRP の命令は両当事者を拘束し、Income Tax Appellate Tribunal に上訴可能である。 

・ LLP（Limited Liability Partnership）の課税について以下が導入された。 

 通常のパートナーシップ事業体として課税される 

 通常のパートナーシップから LLP への転換は組織と資産構成がそのままであれば

課税は中立である。 

 

その他 

・ 所得税の課税当局は固有の識別番号（Document Identification Number (DIN)）をそれぞれ

の部門において発行されたあるいは受領された文書に対してそれぞれ付与する。召喚状

/通知の電子通達のメカニズムについても見直しを行う。 

・ 予納税のスキームは課税所得が 10,000 ルピー（従来は 5,000 ルピー）を超える場合に適

用される。 

 

証券取引税(Securities Transaction Act) 

・ 重要な変更なし。 

 

付加給付税（Fringe Benefit Tax） 

・ フリンジベネフィット税は撤廃された。 

 

商品取引税（CTT: Commodity Transaction Tax） 

・ 商品取引税は撤廃された。 

 

富裕税(Wealth Tax) 

・ 富裕税の免税限度額は 150 万ルピーから 300 万ルピーに拡大された。 
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・ 間接税 

 

関税 

関税の基本税率と教育目的税はそれぞれ 10%と 3%のままである。 

 
主な内容 

・ 免税措置 
GOODS EXEMPT FROM 

 Inflatable rafts, snow-skis, water skis, surf  
boats, sail-boards, other water sports 
equipment 

 Un-worked corals 

Basic Custom Duty (‘BCD’) 

 Specified life saving drugs/Vaccines and 
their bulk drugs  

 Artificial heart and PDA/ASD occlusion 
device 

 Mechanical harvester for coffee plantation 
 Value of  packaged/canned software 

representing right to use 

Countervailing Duty (‘CVD’) 

 Parts for mobile phone and accessories Special Additional Duty (‘SAD’) 
 

・ 改正 
 Aerial Passenger Ropeway Projects が相殺関税(CVD：Countervailing Duty)の対

象となった。 
 税金の還付は仕様通りに作られない不良品にも適用される。 
 最高裁判所は上訴、申請、あるいは相互異議申立ての遅れについて訴求して容認

することができる。 
 特定の不法行為が複合的な場合の手続きの規定 
 相殺関税（CVD）は物品税の対象となる類似品目の価格に基づく。 
 アンチダンピング税は輸出者/製造者により維持された記録に基づき、記録がない

場合は最良の判断に基づく。 
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特定の産業での関税率の変更 

INDUSTRY RATE (%) 

 

 

FROM  
= 

TO 

HEALTH CARE 
 10 specified life saving drugs/vaccine and their bulk 

drugs 
10  5 

 Artificial heart and PDA/ASD occlusion device 7.5  5 
ELECTRONIC HARDWARE 

 LCD panel for televisions  10  5 
 Set top boxes 0  5 

RENEWABLE ENERGY  
 Permanent magnets for synchronous generator 

above 500 KW for wind operated electricity 
generators 

7.5  5 

 Bio-Diesel 7.5  2.5 
CAPITAL GOODS 

 Tea, Coffee and Rubber plantation machinery 5 = 5 
 Mechanical harvester for coffee plantation 7.5  5 

PRECIOUS METALS 
 Unworked corals 5  0 
 Serially numbered gold bars & chains(per 10 gm) Rs 100   Rs 200 
 Other forms of  gold  Rs 250   Rs 500 
 Silver (per kg) Rs 500   Rs 1,000 

TEXTILES 
 Cotton waste 15  10 
 Wool waste 15  10 

MISCELLANEOUS 
 Rock phosphate 5  2 
 Concrete batching plants of  capacity 50 cum per 

hour 
0  7.5 
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物品税 

 

物品税（CENVAT）率と教育目的税の税率は 8%と 3%のままである。 
 
・ 免税 

 バイオディーゼル混合率が 20%未満のハイスピードディーゼル 
 建設現場で製造され、使用されるチャプター68 の商品 
 賃仕事により製造される履物に使用される EVA 化合物 
 利用権に基づくパッケージ化されたソフトウェア 
 ブランドの宝石 

 
・ 改正 

 特定の不法行為が複合的な場合の手続きの規定 
 Chief Commissioner が特定の物品税に関して、勅許会計士に監査を行わせること

ができる。 
 最高裁判所は上訴、申請、あるいは相互異議申し立ての遅れについて遡及して容

認することができる。 
 ライムやカタ、タバコからビンロウの実を除く、カルダモン、コプラ、メンソー

ル、香辛料、甘味剤、それら材料のいかなる付加や混合もみなし製造とされる。 
 調査中に取得されたが、理由開示通知の発行に利用されなかった文書や記録は 30

日以内に返却される。 
 倉庫、建物の建設、資本財の構成に用いられるセメント、アングル、チャンネル、

CTD あるいは TMT バーとその他の品目はインプットの定義に含まない。 
 課税及び免税品目について帳簿が個別に維持されていない場合、課税は 10%から

5%に減額される。 
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 特定の産業における物品税率の変更 

INDUSTRY RATE (%) 

 FROM  

= 

TO 

AUTOMOBILE 
 Utility vehicles/Large Cars  

=> 2000 cc(per vehicle) 
Rs.20,000   Rs.15,000

 Petrol driven trucks/lorries 20  8 
 Chassis of  petrol driven trucks/lorries 20 + 

Rs.10,000 
 8 +  

Rs.10,000
PETROLEUM  

 Special Boiling Point spirits 16 + Rs.15 
per litre 

 14 

 Naphtha 16  14 
 Branded Petrol 6 + Rs.13  

per litre 
= Rs.14.50 

per litre 
 Branded Diesel 6 + 3.25 per 

litre 
= Rs.4.75 

per litre 
TEXTILES 

 Manmade Fibre & Yarn 4  8 
 PTA & DMT 4  8 
 Polyester Chips 4  8 
 Acrylonitrile 4  8 
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サービス税 

税率及び教育目的税はそれぞれ 10 パーセント、3 パーセントのまま 
 

・ 4 サービスが追加でサービス税の対象となった。 
 鉄道による商品の輸送 
 沿岸及び国有を含む国内水路における商品輸送 
 法務コンサルルティングサービス(個人の場合を除く) 
 美容整形（トラウマや先天的なケースを除く） 

 
・ 除外項目 

 ‘Stock broker’の定義から除かれる’Sub-broker’ 
 ‘Business auxiliary service’を除く’excisable goods’の製造となる工程 

 
・ 免税 

 ‘Contract carriage permit’に基づく車両での州内あるいは州外の顧客運送 
 Federation of Indian Export Organization と特定の Export Promotion Councils 
 指定銀行間での外国通貨の売買 

 
・ 改正 

 
 課税及び免税のサービスについて帳簿が個別に維持されていない場合、課税は 8%

から 6%に減額される。 
 投入/資本財が全額償却された場合、CENVAT のクレジットは全額戻しれとなる。 
 作業請負契約に関して総額で申告を行った場合に、混合スキームでの恩恵を認め

るため 2007 年 Works Contract Rules が修正された。 
 商品が陸路あるいは外国代理人へ 10%以下のコミッションを支払うことにより輸

送される場合、輸出事業者はサービス税が免除される。 
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商業と貿易へのフォーカス 

産業 

・ 創業者以外の一般の株式保有比率ついて、すべての上場企業に関して段階的に引き

上げられる。 
・ 労働集約的な7つの輸出部門について、船積み前の金融コストに対する2％の補助は、

2010 年 3 月まで延長された。 
・ タミルナドゥ同様にウエストベンガルにおける 1 つの手織機のメガクラスターとラ

ジャスタンにおける 1 つの機械式織機メガクラスターの提案がされた。 
・ スリナガルとマーザプールにおいてカーペットの新しいメガクラスターが提案され

た。 
・ 肥料に関する助成金を革新的な肥料製品の使用促進のために投下する。 

 
インフラストラクチャー 

・ Accelerated Power Development and Reform Programme への割当てが 160%増加

し、208 億ルピーとされた。 

・ National Highway Development Programme への割当ては 23%増加 
・ 鉄道への割当ては 1080 億ルピーから 1580 億ルピーに増加 
・ India Infrastructure Finance Company Limited は今後 15 か月から 18 か月の間に

非常に重要な部門における官民のパートナーシップに対する商業銀行融資の 60%を

再融資する。 

・ Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission のもと、割当ては 87%増加し、

1288.7 億ルピーとなった。 

・ Rajiv Awas Yojana は住居及び都市部の貧困層への基本的な快適性を供給すべく導

入された。 
・ Brihan Mumbai Storm Water Drainage Project への配分は 20 億ルピーから 50 億

ルピーに増加した。 
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農村開発 

・ National Rural Employment Guarantee Scheme への割当ては 144%増加し、3910
億ルピーとなった。 

・ Bharat Nirman への割当ては 45％増加した。これには、Pradhan Mantri Gram 
Sadak Yojana が 59％増加し 1200 億ルピーとなり、Rajiv Gandhi Grameen 
Vidyutikaran Yojana が 27％増加し、700 億ルピーとなったことが含まれている。 

・ Indira Awaas Yojana への割当ては 63%増加し、880 億ルピーになった。 

・ 農村地区の住宅部門への刺激策として、National Housing Bank に対して 200 億ル

ピーの割り当てがされた。 

 

その他 

・ Market Development Assistance Scheme への割当ては 12.4 億ルピーに増加した。 

・ 指定商業銀行は RBI の事前承認なしで海外の ATM の設置を許可された。 

・ 2010 年コモンウェルズゲームへの割当てが 211.2 億ルピーから 347.2 億ルピーに増

加した。 

・ 国立のウェブポータルの導入により、雇用の流動化が現代化されることとなった。 

・ National Rural Health Mission のもと、割当てが 205.7 億ルピー増加した。 

・ 気象変化に関する National Action Plan の一環として、8 つの国家ミッションが立

ち上がることとなった。 

・ 居住者への固有の識別番号の付与を司る機関のために 12 億ルピーが割り当てられた。 

・ 210 億ルピーが国防部門に割り当てられた 

・ 高等教育への予算が 200 億ルピー増加した。 

・ 新たな機関の開設のための 45 億ルピーを含む 211.3 億ルピーが IIT と National 
Institutes of Technology に割り当てられた。 
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予算案による影響 

資本市場 
ボンベイ証券取引所（‘Sensex’）は財政赤字の拡大の影響を受け、これまでの予算案発

表日の中で最大の 869.65 ポイントの下げ幅を記録し、5.83%ダウンの 14,043.40 で取引を

終えた。日中の最安値が 13,959.44、最高値が 15,097.87 であった。 
ナショナル証券取引所（‘Nifty’）は 258.55 ポイント、5.84%下がり 4,165.70 で取引を

終えた。最高値は 4479.80、最安値は 4133.70 である。 
 
主要部門 

 

ヘルスケア 

人命救助薬・乳癌、B 型肝炎、関節リウマチなどに関する薬品製造のためのバルク薬剤の

輸入における基本関税の 10%から 5%への減額と相殺関税（CVD）の免税に加えて、心臓

病に利用される機器の関税の減税がヘルスケア部門を刺激する事が期待されている。 
 
家庭用電化製品 

LCDパネルの関税の10%から5%への減税はLCDテレビの価格にわずかながらも影響を

与える事が期待されている。関税のカットは国内の LCD テレビの組み立て市場を刺激する

事が期待され、セットトップボックスの 5%の関税の課税は国内生産を誘引することが期待

される。 
 
通信業界 

携帯電話部品及びアクセサリーに対する特別追加関税の免税は、1 年間延長される。これ

により携帯電話購入を容易にし、携帯電話の拡充とインドにおける携帯電話製造を刺激す

るものと期待される。 
自動車 

2000cc を超える乗用車と実用車に対する特別追加関税が 20,000 ルピーから 15,000 ルピ

ーに減額されたが、これはあまり大きな影響を与えるものではないと思われる。 
ガソリン駆動のトラック及びトラックの胴体、貨物自動車に対する物品税の20％から8％

への減額は産業に便益をもたらす事が期待される。 
農村開発への継続的な集中と所得税体系における免税の変更は二輪車市場にわずかな貢

献をもたらすと期待される。 
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情報技術 

所得税免税(Section10A と Section10B)の 1 年間の延長は、フリンジベネフィット税

の廃止、パッケージソフトウェアの物品税の撤廃により、ポジティブな影響を産業に与

えると考えられる。 
 

石油化学製品 

ナフサに係る物品税が 16%から 14%へ変更され、わずかながらも影響が期待される。 
 

建設 

道路、鉄道、灌漑、都市でのインフラ整備への支出の増大はインフラ部門における建

設費の増大を助力することが期待される。 
IIFCL を通した PPP によるインフラプロジェクトに対する 60%までの再融資により、

建設会社の資金繰りに関する重圧は和らぐことが予想される。 
組立前のコンクリートブロックへの物品税の撤廃は建設業界の会社の粗利益をわず

かながらも改善させることになると考えられる。 
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最近の改正事項 

 
法令に関する事項 

 
・ パワー・セクターにおける取引ライセンスの付与条件が厳格化された。 
・ ワラントの第三者割当時における前払金が 10%から 25%へ引き上げられた。 
・ 株式の無償交付の完了期間が、取締役会の承認日より 6 ヶ月間から 60 日間（株主の承

認が必要な場合）と 15 日間（株主の承認が必要でない場合）に短縮された。 
・ 新年金システムの対象が任意を前提として全てのインド国民へと拡大された。 
・ 上場企業の社債の開示基準が簡略化された。 
・ 商業生産の開始が、資産分類の厳格な査定なしに、インフラプロジェクトの完了後 1

年から 2 年へと延期された。 
・ エネルギー要件を満たすためのロードマップを示す Integrated Energy Policy が承認

された。 
・ 空港の運賃及び運行状況監視基準が The Airports Economic Regulatory Authority of 

India Act, 2008 により通達された。 
・ 小規模産業（Small Scale Industries）による独占製造項目が 35 から 21 へ削減された。 
・ 上場廃止基準（自主的・強制的）が通知された 
 
外国直接投資(FDI)政策 

 
・ 石油及び天然ガスセクター等の FDI の合理化 

 石油製品の売買における、5 年内に 26％の株式を処分しなければならないという

強制措置が撤廃された 
 PSUs による石油精製に関しては、49％まで FDI が認められることとなった 

・ 鉱石をもつチタンの発掘に限り、100％の FDI は許可されている。 
・ 海外の新聞のファックス版発行は FDI100%が許可されている。ニュースなどを扱う海

外雑誌のインド版であれば、FDI は 26%まで許可されている。 
・ 居住者から非居住者への所有権やその支配に影響する移転についてセクター別の上限

の下にインド会社は事前承認の取得が必要である。 
・ 投資会社に対する FDI は事前承認が必要とされた。さらに、インド子会社による再投

資は、投資会社か事業会社かにかかわらず、セクター別の上限や特定の条件（株式の評

価、資金が海外から調達されるなど）に従う。 
・ 商品取引への外国投資の上限の遵守について、その期日が 2009 年 6 月 30 日から 2009

年 9 月 30 日に変更された。 
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・ 外貨建て転換社債の買戻しについての上限が特定率でのディスカウントを前提として

5000 万 US ドルから 1 億 US ドルに引き上げられた。 
・ 事前承認を前提に、ホテル、病院、ソフトウェア企業は資本財の輸入のために 1 億 US

ドルまでの融資を利用する事ができる。 
・ 投資信託による外国投資の上限は 50 億 US ドルから 70 億 US ドルに引き上げられた。 
・ 海外への投資が以下のように緩和された 

 エネルギー、資源部門 - 正味価値の 400%超の投資が可能 
 石油部門 - 正味価値の 400%まで投資可能 
 登録基金や団体 - 製造や教育に携わっているもの 

 
会社法 

・ インドの Depository Receipts は発行後一年以内であれば株式に償還できる。 
・ 会社秘書役任命のための払込資本金額の限度が 2000 万ルピーから 5000 万ルピーに引

き上げられた。 
・ LLP（Limited Liability Partnership）形態での組織形成が、Limited Liability 

Partnership Act and Rules により可能となった。 
・ 上場会社は一株当たりベースにおいてのみ配当を行うことができる。 
 
税金 

・ ルクセンブルグ、ミャンマー、タジキスタンと新しい二重課税回避協定(DTAA)を締結

し、また、シリアとの DTAA が改訂された。 
・ 商用車の加重減価償却に伴う恩恵は 2009 年 9 月 30 日まで延長された。 
・ 展示会参加、貨物ハンドリングサービスなどの、インド国外で利用される輸出関連サー

ビスに関するサービス税の還付及び免税についてより明確にされた。 
・ SEZ におけるサービス税の免除及び商品輸送代理人へのサービスについてのガイドラ

インが通達された。 
・ 税関において、新聞や雑誌に使われる印刷用紙への関税が免税となる。  
・ 小規模事業体への物品税免除に関する通達の修正 
・ 源泉徴収税は賃貸料にかかり、サービス税を含めたものにはかからない。 
・ カラーTV のピクチャーチューブや DVD、磁器タイルについてのアンチダンピング税の

課税 
・ 不動産のディベロッパーについて、建設が完了しディベロッパーより引渡された時にの

みサービス税が課税される事が明確になった。 
・ サービス税が 12%から 10%となった。 
・ 10%課税されていた品目の中央物品税の従価税率が 8%に減税された。 
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外国直接投資(FDI)        (USD million) 

 
外国直接投資の部門別構成 2007-08（100 万 USD）

 

FDI INFLOWS (Top Ten Countries) 

Rank Country 2007-2008 2008-2009 Cumulative Inflows 

(April’00 to March ‘09) 

% to total 

Inflows 

1 Mauritius 11,096 11,208 36,843 41 

2 Singapore 3,073 3,454 7,811 9 

3 U.S.A 1,089 1,802 6,335 7 

4 U.K 1,176 864 5,227 6 

5 Netherlands 695 883 3,588 4 

6 Japan 815 405 2,531 3 

7 Cyprus 834 1,287 2,273 3 

8 Germany 514 629 2,173 3 

9 France 145 467 1,227 1 

10 U.A.E 258 257 920 1 
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外国貿易 

MAIN TRADING PARTNERS FOR INDIA 

Rank Main exporters to India % share Main importers from India  % share 

1 CHINA 10.68 USA 12.03 

2 SAUDI ARABIA 7.09 UAE 10.82 

3 UAE 6.45 CHINA 5.06 

4 USA 5.97 SINGAPORE 4.75 

5 IRAN 4.28 NETHERLAND 3.74 

6 SWITZERLAND 4.25 HONG KONG 3.73 

7 GERMANY 3.63 UK 3.64 

8 KUWAIT 3.36 GERMANY 3.45 

9 NIGERIA 3.23 SAUDI ARABIA 2.96 

10 AUSTRALIA 3.11 BELGIUM 2.60 

 

その他 

・ 港湾機能の開発とは別にインドを世界旅行地図上に位置付けるため Cruise Shipping 
Policy を承認。 

・ マレーシア、オマン、バーレーンとの間でインド人の移民に関しての権利を守る労働協

定を締結。 
・ ヨルダン、ブルネイ、リビヤとの相互投資促進保護協定を締結。 
・ ガスハイドレート（気体包接化合物）の研究のため化学及び技術の分野においての協力

について米国と覚書を締結。 
・ ドイツ、オランダ、チェコ共和国と、インドからの専門技術職者の福祉について社会保

障協定を締結。 
・ 石炭部門での協力のため、オーストラリアと覚書を締結。 
・ 石油・ガス部門での協力のため、シリアと覚書を締結。 
・ 開発プロジェクトのためインド-ドイツ協定を締結。 
・ ヘルスケアや公衆衛生の分野での協力のため、スウェーデンと覚書を締結。 
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経済指標 

概要 

 

GDP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008-9 のインドの GDP 成長率は、世界的な経済恐慌とリスクへの嫌気による需要減少

で 2007-08 での 9％から 6.7％まで下落した。2009-10 の予想 GDP 成長率は 9％である。 
 
インフレーション 

 

インフレ率は 2007-08 の 4.7％から顕著に増加し 2008-09 は 8.4%となった。しかしなが

ら、直近 3 ヶ月間で劇的な反転があり、2009 年 6 月は－1.3%とマイナスのインフレ率にな

った。 
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外国貿易 

 exports and imports
(USD million)
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輸出は前年度より3.6%上昇し、金額ベースでは2008-09年度で1630億USドルから1680
億 US ドルに成長した。輸入は前年度より 14.4%上昇し、金額ベースで 2516.5 億 USD か

ら 2877.5 億 US ドルとなった。貿易赤字は 885.2 億ドルから 1190.5 億 US ドルになった。 
 
外貨準備高 
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外貨準備高は 2008 年 6 月末に 3146 億 US ドルで過去最高を記録したが、2008 年 11 月

には 2477 億ドルまで減少し、2009 年 3 月末時点では 2520 億 US ドルであった。これは世

界的な経済恐慌と他国の通貨に比べドルを強化したことによる副産物であると主として考

えられる。 
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インフラ部門 

 

通信業界と石油業界は 2008-09 においてのパフォーマンスは良かったが、それとは逆に

電力・港湾業界においては重大な不足が生じた。 
Indicators of Infrastructure capacity creation 

Item 2006-07 2007-08 2008-09 

Power capacity addition (MW) 6853 9263 3454 

Addition to refinery capacity – Petroleum (MT) 7.34 11.72 29 

Road length upgraded – NHAI (KM) 636 1683 2203 

Railway routes electrified (KM) 361 502 797 

Addition to port capacity (MTPA)  -  27.3 23.6 

Addition to switch capacity – Telecom (‘000 lines) 9602.7 7159 14392.6 

 
電力 

 electricity generated (%)
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電力供給は 2008-09 年度に 2.7%の成長となっており、これは期待した 9.1％とは程遠い

ものとなっている。水力・原子力による電力供給は 2008-09 において急激に減少したが、

火力発電の 5%の成長により、トータルでは電力供給は増加している。 
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テレコミュニケーション 

 

2008-09 においてもインドの通信業界は継続的に成長をしている。通信網は 2009 年 2 月

には 414 百万回線となり、世界で 3 番目のネットワークをもつ国になった。また、2010 年

までに 500 百万回線に到達する見込みである。電話回線密度も 2006 年の 3 月の 12.7％か

ら 2009 年 2 月では 35.6%に増加した。郊外では 2009 年 1 月において 13.8％、都市部では

83.6％であった。政府は遠隔地域を救済し、郊外でのブロードバンド設備を増加することに

力をいれる。 
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鉄道 

 
鉄道のうち貨物運送は 4.9%増加し 2007-08 年度の 793.9 百万トンから 2008-9 年度では

832.1 百万トンに増加した。バルク輸送からの収益が 約 84％で、その内の 43％が石炭輸送

である。 
 
民間航空 

 

2007-12 年の第 10 次 5 カ年契約で航空業界は劇的に成長した。航空機の交通量は 2004-07

年の間、顕著に増加し、国内・海外の旅客も約 2 倍になっていた。しかしながら、2008 年

においては航空機用燃料の価格の高騰や世界的な経済の減速のため航空業界も景気後退の

兆しを見せた。国内旅客数は 2007 年と比較して 2008 年は 5%減少した。その反面、国内貨

物は 14.55％の成長率を達成した。 
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道路 

 
国道はインドの道路交通に重要な意味をもつ。長さでは全体の 2%を占めるにすぎないが、

交通量全体の約 40%を占めている。国道建設プログラム（NHDP）の Phase1&2 のトータ

ルコストは 6500 億ルピーで、約 14,330km の 4/6 の敷設が予定されている。2009 年 3 月

31 日には、11,037km 完成しており、その大半がいわゆる黄金の四辺形（ ’Golden 
Quadrilateral’）上の敷設となっている。 

(KM) 
National Highway Projects (March 31, 2009)  

NHDP 

Component 

Total Length Completed 4 

lane 

Under 

implementati

on 

Balance for 

award of civil 

works 

GQ 5,846 5,721 125 - 

NSEW 7,142 3,436 2,915 791 

Port connectivity 380 206 168 6 

Other NHs 962 781 161 20 

NHDP III 12,109 787 1,878 9,444 

NHDP Phase V 6,500 106 928 5,470 

NHDP Phase VII  700 0 19 681 

Total 33,639 11,037 6,194 16,412 

 
 

以上 
 






